
規
　
　
則

香
川
県
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
（
子
育
て
支
援
課
）

一

告
　
　
示

○
障
害
者
自
立
支
援
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
　
（
障
害
福
祉
課
）

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
付
保
義
務
の
消
滅
　
　
　
　
　
　
　
（
水
　
産
　
課
）

四

○
公
有
水
面
埋
立
工
事
の
竣
功
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
道
路
の
位
置
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

五

公
　
　
告

○
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
（
三
件
）

（
土
地
改
良
課
）

○
土
地
改
良
事
業
の
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

六

○
土
地
改
良
事
業
の
同
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
特
別
減
歩
換
地
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

平
成
十
八
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
十
五
号
（
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す

る
こ
と
の
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設
）
の
一
部
改
正

八

○
平
成
十
八
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
十
号
（
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に

よ
る
政
治
団
体
の
収
支
等
に
関
す
る
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正

香
川
県
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

（
第
九
三
九
九
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 100 号

平成 18 年

12月19日（火曜日）

一

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
九
十
五
号

香
川
県
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
子
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
項
中
「
五
人
」
を
「
六
人
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
三
項
中
「
六
人
」
を
「
七
人
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
七
百
七
号

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
自

立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
医
療
）
を
担
当
さ
せ
る
医
療
機
関
を
平
成
十
八
年
十
二
月
一
日
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

規

則

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

（
第
九
三
九
九
号
）

二



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

（
第
九
三
九
九
号
）

三



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

（
第
九
三
九
九
号
）

四

●
香
川
県
告
示
第
七
百
八
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
、
室
本
加
入
区
に
つ
い
て
、
平
成
十
四
年
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
六
号
に
よ
る
保
険
に
付
す
べ

き
義
務
は
、
平
成
十
八
年
十
二
月
十
六
日
限
り
消
滅
し
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
紀

●
香
川
県
告
示
第
七
百
九
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
有
水
面
の
埋
立
に
関
す
る
工
事
の
竣
功
を
認
可
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
高
松
市
役
所
土
木
部
河
港
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
十
年
間

閲
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
竣
功
認
可
年
月
日

平
成
十
八
年
十
二
月
十
一
日

二
　
竣
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

高
松
市

高
松
市
番
町
一
丁
目
八
番
一
五
号

高
松
市
長
　
増
田
　
昌
三

三
　
埋
立
区
域
（
第
一
工
区
）

１
　
位
置

高
松
市
女
木
町
字
榎
谷
一
八
八
一
番
三
か
ら
一
九
一
〇
番
を
経
て
字
興
ノ
浜
二
一
三
九
番
に
至
る

間
に
隣
接
す
る
無
番
地
地
先
公
有
水
面

２
　
区
域

次
の
①
の
地
点
か
ら

の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と

の
地
点
を
結
ん
だ

線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点
　
四
等
三
角
点
東
浦
（
北
緯
三
四
度
二
三
分
五
二
・
〇
四
三
八
秒
、
東
経
一
三
四
度
〇

三
分
〇
二
・
八
〇
五
二
秒
）
か
ら
二
五
九
度
〇
八
分
〇
七
秒
、
五
一
六
・
七
七
メ
ー
ト

ル
の
地
点
か
ら
一
九
六
度
二
四
分
二
一
秒
　
一
一
九
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点
　
①
の
地
点
か
ら
二
八
六
度
一
五
分
三
六
秒
　
七
四
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点
　
②
の
地
点
か
ら
一
九
六
度
一
五
分
二
一
秒
　
一
二
八
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点
　
③
の
地
点
か
ら
一
〇
六
度
一
九
分
二
〇
秒
　
二
三
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点
　
④
の
地
点
か
ら
一
九
一
度
三
八
分
四
九
秒
　
三
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点
　
⑤
の
地
点
か
ら
一
八
七
度
四
五
分
二
七
秒
　
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点
　
⑥
の
地
点
か
ら
一
八
三
度
〇
六
分
五
五
秒
　
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点
　
⑦
の
地
点
か
ら
一
七
八
度
四
四
分
五
二
秒
　
四
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点
　
⑧
の
地
点
か
ら
一
七
七
度
二
四
分
三
八
秒
　
二
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点
　
⑨
の
地
点
か
ら
一
一
二
度
四
五
分
三
五
秒
　
二
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点
　
⑩
の
地
点
か
ら
六
〇
度
一
九
分
〇
一
秒
　
一
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点
　
⑪
の
地
点
か
ら
六
一
度
二
一
分
〇
三
秒
　
一
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点
　
⑫
の
地
点
か
ら
二
九
度
一
六
分
三
九
秒
　
九
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点
　
⑬
の
地
点
か
ら
八
五
度
三
二
分
三
四
秒
　
一
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑮
の
地
点
　
⑭
の
地
点
か
ら
三
〇
度
二
一
分
三
〇
秒
　
一
八
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑯
の
地
点
　
⑮
の
地
点
か
ら
二
四
度
〇
一
分
五
四
秒
　
五
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑰
の
地
点
　
⑯
の
地
点
か
ら
二
度
三
七
分
三
六
秒
　
四
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑱
の
地
点
　
⑰
の
地
点
か
ら
三
五
九
度
二
七
分
二
六
秒
　
五
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑲
の
地
点
　
⑱
の
地
点
か
ら
三
五
七
度
三
五
分
二
一
秒
　
八
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑳
の
地
点
　
⑲
の
地
点
か
ら
三
五
六
度
二
七
分
一
二
秒
　
三
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点
　
⑳
の
地
点
か
ら
六
度
一
九
分
五
〇
秒
　
一
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
六
度
四
二
分
〇
四
秒
　
二
〇
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
二
七
度
一
四
分
五
一
秒
　
二
八
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
二
〇
度
四
四
分
五
四
秒
　
一
七
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
九
度
一
二
分
三
七
秒
　
三
二
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
一
八
度
五
五
分
五
五
秒
　
三
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
〇
六
度
五
五
分
五
一
秒
　
二
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３
　
面
積



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

（
第
九
三
九
九
号
）

五

九
、
五
四
六
・
八
三
平
方
メ
ー
ト
ル

四
　
埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

五
　
埋
立
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

１
　
免
許
年
月
日

平
成
十
一
年
四
月
六
日

２
　
免
許
番
号

一
〇
水
Ａ
第
一
五
四
号

●
香
川
県
告
示
第
七
百
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
中
土
指
道
　
第
十
九
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
八
年
十
二
月
七
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
東
高
篠
字
公
文
境
一
〇
八
―
四
、
一
〇
九
―
一
及
び
一

〇
九
―
四

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長
　
三
六
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
中
讃
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
十
二
月
七
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
十
九

年
一
月
二
十
二
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
区
名
　
　
　
　

土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　
　

縦
覧
場
所

高
松
市
川
島
土
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
金
法
　
高
松
市
産
業
部
土
地

地
改
良
区
　
　
　
寺
地
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
改
良
課

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
新
池
　
〃

谷
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
新
池
　
〃

西
地
区

高
松
市
屋
島
東
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
宮
ノ
　
〃

町
土
地
改
良
区
　
窪
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
宅
見
　
〃

池
地
区

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
十
二
月
七
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
十
九

年
一
月
二
十
二
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
区
名
　
　
　
　

土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　
　

縦
覧
場
所

満
濃
町
土
地
改
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

ま
ん
の
う
町
土
地
改

良
区
　
　
　
　
　
中
井
手
地
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
良
課

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

〃

下
所
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
山
下
　
〃

地
区

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

（
第
九
三
九
九
号
）

六

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
主
体
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良

事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
十
二
月
七
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
十
九

年
一
月
二
十
二
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
　
業
　
主
　
体
　
　
　
　
　
土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　

縦
覧
場
所

旭
東
上
地
区
共
同
施
行
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
　
ま
ん
の
う
町
土
地
改

水
事
業
）
旭
東
上
地
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
良
課

下
大
宮
地
区
共
同
施
行
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
　
〃

水
事
業
）
下
大
宮
地
区

本
村
東
地
区
共
同
施
行
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
　
〃

水
事
業
）
本
村
東
地
区

下
村
下
所
地
区
共
同
施
行
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
　
〃

業
）
下
村
下
所
地
区

林
地
区
共
同
施
行
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
　
〃

水
事
業
）
林
地
区

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
四
箇
池
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事

業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
明
神
股
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
十
二
月
八
日
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
事

業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
十
二
月
八
日
同
意
し
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

市
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
ぬ
き
市
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
馬
次
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
楠
木
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
改
修
事
業
）
真
鍋
池
地
区

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
農
村
振
興
総
合
整
備
事
業
三
木
北
部
地
区

（
第
二
工
区
）
に
お
い
て
樹
立
す
る
換
地
計
画
に
関
し
、
次
の
従
前
の
土
地
は
、
地
積
を
特
に
減
じ
る
土

地
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

従
前
の
土
地
の
表
示

所
　
　
　
　
在
　
　
　
地
　
番
　
　
地
目
　
用
途
　
　
地
　
　
　
積
　
　

特
に
減
ず
る
地
積

木
田
郡
三
木
町
大
字
　
一
一
四
四
―

田
　
　
田

七
五
〇
平
方
メ
ー
ト
　
二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

池
戸
字
四
角
寺
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
一
一
〇
九
―

田
　
　
田

二
八
〇
平
方
メ
ー
ト
　
二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
一
〇
六
七
―

田
　
　
田

七
六
〇
平
方
メ
ー
ト
　
二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
一
〇
九
七
―

田
　
　
田

二
四
七
平
方
メ
ー
ト
　
一
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

木
田
郡
三
木
町
大
字
　
五
九
三
―
一

田
　
　
田

三
〇
七
平
方
メ
ー
ト
　
一
三
〇
平
方
メ
ー
ト

井
上
字
西
山
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

（
第
九
三
九
九
号
）

七

〃
　
　
　
　
　
二
九
三
―
一

田
　
　
田

二
五
七
平
方
メ
ー
ト
　
一
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
三
九
五
―
一

田
　
　
田

八
九
三
平
方
メ
ー
ト
　
三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
三
〇
六
　
　

田
　
　
田

七
五
〇
平
方
メ
ー
ト
　
三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
二
八
九
―
一

田
　
　
田

一
、
二
三
一
平
方
メ
　
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ー
ト
ル
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
三
四
八
　
　

田
　
　
田

六
〇
一
平
方
メ
ー
ト
　
三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
三
四
五
―
一

田
　
　
田

五
九
三
平
方
メ
ー
ト
　
二
三
九
平
方
メ
ー
ト

ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
四
〇
二
―
一

田
　
　
田

一
、
二
八
二
平
方
メ
　
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ー
ト
ル
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
二
八
四
　
　

田
　
　
田

二
、
四
三
一
平
方
メ
　
二
六
五
平
方
メ
ー
ト

ー
ト
ル
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
三
六
二
　
　

田
　
　
田

七
六
一
平
方
メ
ー
ト
　
四
七
五
平
方
メ
ー
ト

ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
二
九
六
―
一

田
　
　
田

四
〇
九
平
方
メ
ー
ト
　
二
五
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
二
九
七
　
　

田
　
　
田

四
二
六
平
方
メ
ー
ト
　
二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
三
九
四
―
一

田
　
　
田

四
四
七
平
方
メ
ー
ト
　
二
五
五
平
方
メ
ー
ト

ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
三
三
五
―
一

田
　
　
田

二
四
七
平
方
メ
ー
ト
　
一
五
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
三
九
二
―
一

田
　
　
田

二
八
四
平
方
メ
ー
ト
　
一
五
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
三
四
三
―
一

田
　
　
田

三
九
二
平
方
メ
ー
ト
　
二
六
一
平
方
メ
ー
ト

ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
四
〇
三
―
一

田
　
　
田

二
、
四
一
九
平
方
メ
　
三
四
八
平
方
メ
ー
ト

ー
ト
ル
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
六
〇
八
―
二

田
　
　
田

一
八
五
平
方
メ
ー
ト
　
一
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
六
一
〇
　
　

田
　
　
田

六
六
一
平
方
メ
ー
ト
　
二
二
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
六
〇
八
―
一

田
　
　
田

九
〇
五
平
方
メ
ー
ト
　
三
〇
六
平
方
メ
ー
ト

ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
六
一
八
　
　

田
　
　
田

九
一
五
平
方
メ
ー
ト
　
二
〇
六
平
方
メ
ー
ト

ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
四
三
三
　
　

田
　
　
田

一
、
三
一
七
平
方
メ
　
二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ー
ト
ル
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
七
〇
〇
―
一

田
　
　
田

五
九
七
平
方
メ
ー
ト
　
二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
五
三
四
―
一

田
　
　
田

六
七
九
平
方
メ
ー
ト
　
三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
七
〇
一
　
　

田
　
　
田

一
、
〇
八
七
平
方
メ
　
二
五
〇
平
方
メ
ー
ト

ー
ト
ル
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
六
一
七
　
　

田
　
　
田

七
九
〇
平
方
メ
ー
ト
　
二
三
五
平
方
メ
ー
ト

ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

木
田
郡
三
木
町
大
字
　
二
二
五
―
一

田
　
　
田

三
八
六
平
方
メ
ー
ト
　
二
一
一
平
方
メ
ー
ト

井
上
字
草
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

〃
　
　
　
　
　
二
二
六
　
　

田
　
　
田

五
七
一
平
方
メ
ー
ト
　
二
一
四
平
方
メ
ー
ト

ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

選
挙
管
理
委
員
会
告
示



平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

（
第
九
三
九
九
号
）

八

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
十
八
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
個
人

演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
平
成
十
八
年
十
二
月
二
日
東
か
が
わ
市
鈴
竹
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
及
び
東
か
が
わ
市
五
名
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
を
指
定
し
た
旨
東
か
が
わ
市
選
挙
管

理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
十
八
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
十
五
号
（
個

人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
の
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。平

成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

表
東
か
が
わ
市
の
部
白
鳥
中
央
公
園
体
育
館
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

東
か
が
わ
市
鈴
竹
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
　
東
か
が
わ
市
五
名
三
六
一
番
地
二

東
か
が
わ
市
五
名
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
　
東
か
が
わ
市
五
名
一
四
〇
〇
番
地

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
収
支
等
に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
、
自
由
民
主
党
香
川
県
第
二
選
挙
区
支
部
か
ら
訂
正
の
報
告
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
八
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

第
百
七
十
号
（
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
等
に
関
す
る
報
告
書
の
要
旨
）
の
一

部
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

政
党
の
支
部
の
部
自
由
民
主
党
香
川
県
第
二
選
挙
区
支
部
の
う
ち
４
中

「

を
」

に
改
め
、

」

同
部
自
由
民
主
党
香
川
県
第
二
選
挙
支
部
の
う
ち
６
中

「

」
を

に
改
め
、

」

「

」
を
削
る
。

蔭
山
　
昌
彦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1,000,000円

　
　
　
　
　
東
京
都
杉
並
区

伊
藤
　
雅
治
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
100,000円

　
　
　
　
東
京
都
世
田
谷
区

全
国
社
会
保
険
協
会
連
合
会
　
　
　
　
　
100,000円

　
　
　
　
東
京
都
港
区

個
　
　
人
　
　
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2,970,000円

法
人
そ
の
他
の
団
体
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

19,147,514円

個
　
　
人
　
　
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3,070,000円

法
人
そ
の
他
の
団
体
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

19,047,514円

蔭
山
　
昌
彦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1,000,000円

　
　
　
　
東
京
都
杉
並
区


